
議 案 第 36号 資料

平成 22年 6月 11日

の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

卿 教育職員の勤務時間、休日、体暇等に関する条例(政正部分冽m 新旧対照表

現 行 峠

第 1条から第 10条まで  (囀
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制岡

第 11条 教育委員会は、中学校就学の始期に達する

までの子のある職員 (当該子の同居の親族として教

育委員会規員りで定める者のない職員に限る。)が当

該子を養育するために請求した場合には、職務に

支障がある場合を除き、深夜(午後 10時から翌日

の午前5時までの間をいう。以下同晩 )における

勤務をさせてはならなし、

前項の規定は、西己偶者(届出をしないが事実上婚

姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同LΣ

第 1条から第 10条まで  (略)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制岡

第 11条 教育委員会は、中学校就学の始期に達する

までの子のある職員願 の配偶者 幅 出をしない

が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含観

以下同悦 )で当該子の親であるものが、深夜

の午前 5時までの間をいう。

以下同L)に おいて常態として当該子を養育す

ることができるものとして教育委員会規則で定め

る者に該当する場合における当該職員を除く。)が

当該子を養育するために請求した場合には、職務

に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさ

せてはならなし、     .
前項の規定は、配偶者又は2親等以内の親族で

負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むことに

支障があるもの(以下「要介護者」という。)を介

護する職員について準用する。この場合におい

て、同項中「中学校就洋の始期に達するまでの子

のある職員 (職員の配偶者 (届出をしないが事実

上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同

じ。)で当該子の親であるものが、深夜 (午後 10

又は2親等以内の親族で負傷、疾病又は老齢によ

り日常生活を営むことに支障があるもの(以下「要

介護者」というも)を介護する職員について準用す

る。この場合において、同項中「当該子」とある
のは「当該要介護者」と、「養育」とあるのは

」介護」と読み替えるものとする。

略 )

時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同

晩 )において常態として当該子を養育すること

ができるものとして教育委員会規員Jで定める者に

該当する場合における当該職員を除く。)が当該

子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が

当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3   酪 )

行う職浸の超過勤務の

制岡

羹 2_教育委員会は、3歳に満たない子のあ

る職員が当該子を養育するために請求した場合に

は、職務に支障がある場合を除き、第 10条に規定

する勤務 (以下「超過勤務」という。)をさせて

はならなし、ただし、災害その他避けることので

きない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合

は、この限りでなし■      ‐



現 行 峠

第 12条から第 16条まで  (略 )

(制卿

第 17条 教育委員会は、職員が選挙権の行使、結

婚、出産その他の特別の事由により、勤務しない

ことが相当である場合における休暇 (以下「特別休

Fu」 とぃぅ。)と して、公民踊肇粥晏幹相段、妊娠出

酬 隈ヽ い 隈ヽ f摯子響剰健喉替診羽田段、先レ吊

通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休

日段、 `担理露ホ躍鼠 慶ぎ■ク0限、 メ鋳事例嘲限、 テ夢季引団限、
ボランティア体暇、リフレッシュ休暇及び子の看

護休暇を承認するものとする。

2  0各)                   ・

(脚 助

第 18条 教育委員会は、職員がその配偶者、父母、

子、配偶者の父母その他教育委員会規員Jで定める

者で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むこ

とに支障があるものの介護をするため、勤務しな

2 前項に規定するもののほか、3歳に満たない子

の育児を行う職員の超過勤務の制限に関し必要な

事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規

則で定める。

(小学校就学の始期に達するまでの子の育児又は要

企謹塗

“

幌祭確

"職
員のけ 硼 陶

第 11条の3 教育委員会は、小学校就学の始期に達

するまでの子のある職員が当該子を養育するため

に請求した場合に生、職務に支障がある場合を除

き、教育委員会規則で定める時間を超えて、超過

勤務をさせてはならなし、 ただし、災害その他避

けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必

要がある場合は、この限りでなしゝ

2 前項の規定は、要介護者を介護する職員につい

て準用する。この場合において、同項中 lガ難

就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子

を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が当

該要介護者を介角 と読み替えるものとする。

3_前 2菫ζ規定するもののほか、ガヽ学校就学の始

期に達するまでの子の育児又は要介護者の介護を

行 う職員の超過勤務の制限に関し必要な事項は、

人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定め

生

第 12条から第 16条まで  (略 )

(特BIIED

第 17条 教育委員会は、職員が選挙権の行使、結

婚、出産その他の特別の事由により、勤務しない

ことが相当である場合における休暇 (以下「鶴 II休

1馳 という。)と して、公民権行使等休暇、妊娠出

岬 、 た勘辰わ嚇切材d段、 摂F子親謝建僕断診引団段、 たD需
通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加体

暇、 生理休暇、 慶引困隈、 災害休暇、 夏季体暇、

ボランティァ休暇、リフレッシュ体暇、子の置饉

体暇及び短期の介護休暇を承認するものとする。

2   1ul

(′湿雛相D
第 18条 教育委員会は、職員がその配偶者、父臥

子、酉己偶者の父母その他教育委員会規則で定める

者で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むこ

とに支障があるものの介護をするため、勤務しな



現 行 蝶

いことが相当であると認められる場合における休

暇として、介護体暇を承認するものとする。

2略 )

第 18条の2から第 20条まで  (略 )

いことが相当であると認められる場合における休

暇として、介護体暇 (前条第 1項に規定すぅもの

を除く。以下この条において同悦 )を承認する

ものとする。

2略 )

第 18条の2から第 20条まで  (嚇
付 則

箭 謝 日)

1 この条例は、平成 22年 6月 3Q日 力≧塾施行す

る。ただし、次項の規定は、公布の日から施行す

る。

(鞭
2 改正後の幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休

暇等に関する条例第 11条に規定する深夜における

勤務の制限に係る請求並びに同条例第 11条の2及

び第 11条の_3に規定する超過勤務の制限に係る請

求は、この条例の施行の日前においても行うこと

ができる。


